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20周年記念号の
主な特集記事

第１号　2010.1月
・連合新潟の歴史、
　　　　これまでの活動⑴
・労福協って？

第２号　2010.4月
・連合新潟の歴史、
　　　　これまでの活動⑵
・この春変わる雇用の
　　　　セーフティーネット

第３号　2010.7月
・連合新潟会長と青年委員会、女
性委員会との座談会

第４号　2010.10月
・連合新潟のこれからの取り組み
・次代を担う新組合員から見た連
合活動

　

記
念
特
集
第
１
号
で
は
、
連
合
結
成
ま
で
の
経
緯
や
結
成
当
時
の
連
合
新
潟
の
様
子
を

伝
え
ま
し
た
。
第
２
号
で
は
、
私
た
ち
連
合
が
取
り
組
ん
で
い
る
活
動
、
果
た
す
べ
き
役

割
に
つ
い
て
斉
藤
事
務
局
長
に
聞
き
ま
し
た
。

Ｑ
連
合
評
価
委
員
会

（
＊
）報
告
で
の
指

摘
に
よ
り
連
合
は
変
わ

っ
た
の
で
す
か

　

そ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
す
べ

て
の
働
く
者
」
で
す
。

　

二
〇
〇
七
年
の
第
一
〇
回
定

期
大
会
で
は
、「
す
べ
て
の
働

く
者
の
連
帯
で
、
と
も
に
働
き

暮
ら
す
社
会
を
つ
く
ろ
う
」
を

ス
ロ
ー
ガ
ン
に
、
政
策
実
現
の

た
め
に
は
す
べ
て
の
働
く
者
が

結
集
し
、
連
帯
し
て
い
く
、
そ

の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
連
合
が

発
揮
す
る
と
表
明
し
ま
し
た
。

地
方
に
お
い
て
は
、「
地
域
に

根
ざ
し
た
顔
の
見
え
る
運
動
」

の
推
進
、
モ
デ
ル
地
協
（
現
新

地
協
）
の
設
置
、
非
正
規
労
働

セ
ン
タ
ー
（
＊
）
の
設
置
な
ど
、

労
働
運
動
の
社
会
的
役
割
の
発

揮
に
努
め
て
き
ま
し
た
。

　

二
〇
〇
九
年
の
第
一
一
回
定

期
大
会
で
も
、「
す
べ
て
の
働

く
者
の
連
帯
で
、
希
望
と
安
心

の
社
会
を
築
こ
う
！
」
を
、
二

〇
一
〇
春
季
生
活
闘
争
で
は

12万人で一歩前に進もう!
連
合
新
潟
非
正
規
労
働
セ
ン
タ
ー
の
看
板
を
掲
げ
る
斉
藤
事
務
局
長

非
正
規
労
働
者
へ
の
支
援
、
労
働
条
件
の
底
上
げ
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

＊連合評価委員会……連合は、［１］連合の運動全般に対する評価・
提言、［２］連合の運動方針等に対する提言、［３］労働組合の社
会的評価等についてのコメント、を受けることを目的に、外部委
員による「連合評価委員会」を2002年に設置。2003年９月に連
合へ最終提言を報告。主な委員は、中坊公平氏（座長）、寺島実
郎氏、イーデス・ハンソン氏、吉永みち子氏など。
＊非正規労働センター……非正規労働の問題点を明らかにし、賃金・
労働条件の底上げ・改善、および非正規労働者のネットワークづ
くりに取り組み、非正規労働者への支援、連帯するため2007年
に設置。新潟は2008年に設置された。
＊地域協議会（地協）……下越（新発田市）、新潟、佐渡、県央（三条市）、
中越（長岡市）、柏崎、上越に拠点をおく連合新潟の地域組織
＊ライフサポートセンター……少子・高齢化をはじめとする社会構
造の急激な変化に対応して、地域の人たちの協働と相互連帯によ
って、暮らし全般に関わる支援活動を行うことにより、勤労者・
地域住民の生活の安定と福祉の向上をはかることを目的に2008
年に設立。現在県内11カ所（新発田、新潟、長岡、見附、小千谷、
北魚沼、南魚沼、十日町、上越、糸魚川、佐渡）に事務所が設置
されている。
＊12万人総行動……第19回定期大会（2009年11月５日）で確認
された行動。私たちの取り組みはまだ道半ばであり、後れを取ら
ないためにも、組合役員にとどまることなく、多くの組合員の参
加による行動を常に意識し、組織の総力を結集し実践していこう
ということ。

20周年記念企画  労働基準法クイズに正解して、豪華賞品を当てよう!
　連合新潟では、20周年記念企画の一つとして、記念特集号に労働基準法
クイズを掲載しています。このクイズの正解者の中から抽選で１名の方に、
NICE TRIP（JTB旅行券）30,000円分をプレゼント！
（その他参加者にも抽選で粗品をプレゼント）
　右記のQRコードから、どしどしご応募下さい。

　ケータイサイトからの応募が難しい場合は、下記に必要事項を記載の上、
所属の労働組合へ提出してください。

連合新潟20周年記念特集号（２号）労基法クイズプレゼント係
構成組織名　　　　　　　　　　　　　　　　　労働組合名　　　　　　　　　　　　　　

氏　　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　e-mail：　　　　　　　　　　　　　　　

クイズの答え　　問1.　　　　　　　　　　　　問2.　　　　　　　　　

　　応募締切：2010年５月28日（金） 応募資格：連合新潟加盟組合の組合員
　　抽 選 日：2010年６月４日（金） 当選発表：当選者にはe-mailへ連絡します
＊　労働組合→（構成組織）→連合新潟へ提出して下さい。
＊　e-mailアドレスは、連合新潟メールマガジンに登録させて頂きます。
＊　クイズの正解は、記念特集第３号（10年７月発行予定）で掲載します。

きりとり線

問題１．休日振替と代休について
　下記から適当な数字を選び文章を完成させて下さい。下記①～⑤の中から選んで下さい。
　休日振替は就業規則等に定められている所定休日を予め他の所定労働日に振替えることであり、変更
された労働日に労働しても（　　　）ではないから、年少者の禁止や（　　　）の問題は生じない。
　代休は事前に（　　　）となる日を特定せず、（　　　）の後にその休日の代わりに他の日に任意に
休日を与えるこという。代休を与えたとしても、休日労働の事実は残るから（　　　）の支払いをしな
ければならない。 ＊同じ数字が２回入る場合もあります。

１．休日労働　　２．休日振替　　３．割増賃金　　４．休日　　５．時間外労働

　　答え　　①５、３、２、１、５　　　②１、５、４、１、５　　　③１、５、２、５、１
　　　　　　④１、３、４、１、３　　　⑤５、１、２、５、３
問題２．振替が下記のように６日（金）を休んで、その分を翌週14日（土）に出勤しました。この場
合には時間外労働は発生するでしょうか。また、時間外労働が発生するとしたら何時間が対象になるで
しょうか。下記①～⑤の中から選んで下さい。 ＊変形労働時間制の協定を結んでいないものとします。

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
休 ８ ８ ８ ８ 休 休 休 ８ ８ ８ ８ ８ ８

振替え
　　答え　　①時間外労働は発生する、時間外労働は２時間
　　　　　　②時間外労働は発生する、時間外労働は４時間
　　　　　　③時間外労働は発生する、時間外労働は８時間
　　　　　　④時間外労働は発生する、時間外労働は16時間
　　　　　　⑤時間外労働は発生しない

「
す
べ
て
の
労

働
者
の
雇
用
と

生
活
の
安
定
を

実
現
し
よ

う
！
」
を
ス
ロ

ー
ガ
ン
に
掲
げ
、

持
続
可
能
な
地

域
社
会
の
構
築

に
向
け
活
動
を

強
化
し
、
す
べ

て
の
労
働
者
の

た
め
運
動
を
推

進
し
て
い
ま
す
。

化
に
力
を
注
ぎ
た
い
と
思
い
ま

す
。Ｑ

「
連
合
結
成
20
周

年
に
あ
た
っ
て
の

提
言
」
最
終
報
告
を
ふ

ま
え
、
ど
ん
な
活
動
を

進
め
る
の
で
す
か

　

連
合
結
成
20
周
年
Ｐ
Ｔ
か
ら

の
最
終
報
告
で
は
、
連
合
が
め

様
々
な
格
差
が
広
が
り
、
私
た

ち
の
周
り
に
は
た
く
さ
ん
の

「
壁
」
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
こ

の
壁
を
取
り
除
か
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
底
割
れ
し

た
日
本
社
会
に
歯
止
め
を
か
け

る
た
め
に
は
、
雇
用
の
確
保
・

創
出
、
産
業
の
創
造
、
経
済
の

活
性
化
な
ど
、
政
策
制
度
の
実

現
を
一
連
の
「
政
策
パ
ッ
ケ
ー

ジ
」
と
し
て
取
り
組
ま
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
層

の
厚
い
中
間
層
を
取
り
戻
す
た

め
、
分
配
の
見
直
し
と
底
上
げ

を
図
り
、
非
正
規
雇
用
労
働
者
、

中
小
零
細
企
業
で
働
く
労
働
者

の
処
遇
改
善
と
均
等
処
遇
を
進

め
る
こ
と
で
す
。

Ｑ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
セ
ン

タ
ー
「
連
合
」
に

求
め
ら
れ
て
い
る
も
の

は
　

戦
後
六
〇
余
年
、
社
会
構
造

や
あ
ら
ゆ
る
制
度
の
経
年
劣
化

が
顕
在
化
し
つ
つ
あ
る
今
、
パ

ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
（
社
会
価
値

観
の
転
換
）
が
求
め
ら
れ
て
い

Ｑ
地
域
で
の
活
動
に

つ
い
て
教
え
て
く

だ
さ
い

　

連
合
新
潟
に
は
、
七
つ
の
地

域
協
議
会
（
＊
）
が
あ
り
、
地

協
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
傘
下
に

支
部
を
置
い
て
い
ま
す
。
現
在
、

労
福
協
の
一
員
と
し
て
労
金
や

総
合
生
協
と
一
緒
に
取
り
組
み

を
進
め
て
い
る
ラ
イ
フ
サ
ポ
ー

ト
セ
ン
タ
ー
（
＊
）
は
、
連
合

運
動
と
表
裏
の
関
係
で
あ
り
、

こ
れ
ま
で
進
め
て
き
た
「
地
域

に
根
ざ
し
た
顔
の
見
え

る
運
動
」
の
前
進
に
お

い
て
、
ま
た
地
域
活
動

の
拠
点
と
し
て
重
要
な

位
置
を
占
め
て
い
ま
す
。

生
活
者
の
視
点
に
立
ち

地
域
活
動
を
強
化
す
る

た
め
に
も
、
全
県
で
の

拠
点
設
置
と
充
実
・
強

10年３月に県内で11ヵ所目となる「下越ライフサポー
トセンター」が開設された。下越地方の生活相談の窓
口としての役割を担う。

ま
す
。

　

昨
年
の
総
選
挙
で
、
私
た
ち

が
望
ん
で
い
た
政
権
交
代
が
実

現
し
、
民
主
党
を
中
心
と
し
た

政
権
が
誕
生
し
ま
し
た
。
民
主

党
が
与
党
と
な
っ
た
今
、
連
合

は
「
す
べ
て
の
働
く
人
た
ち
の

代
表
」
と
し
て
、
政
権
と
ど
の

よ
う
な
関
係
を
つ
く
っ
て
い
く

の
か
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
セ
ン
タ
ー

と
し
て
の
役
割
と
責
任
を
果
た

さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ

し
て
、
民
主
党
と
の
政
策
協
定

に
盛
り
込
ま
れ
た
、
格
差
を
是

正
し
、
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
公

正
な
社
会
の
実
現
に
む
け
た
具

体
的
な
政
策
を
結
実
さ
せ
る
取

り
組
み
を
進
め
て
い
か
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

労
働
組
合
は
、社
会
の
安
心
・

安
定
の
た
め
に
は
欠
く
こ
と
の

で
き
な
い
イ
ン
フ
ラ
で
あ
る
と

言
え
ま
す
。

　

新
自
由
主
義
が
破
綻
し
た
今

日
や
る
べ
き
こ
と
は
、
行
き
過

ぎ
た
競
争
原
理
に
よ
り
悪
化
し

た
雇
用
、
社
会
保
障
シ
ス
テ
ム

を
立
て
直
す
た
め
、
私
た
ち
組

織
さ
れ
た
労
働
者
が
働
く
者
の

先
頭
に
立
ち
、
ワ
ー
ク
・
ラ
イ

フ
・
バ
ラ
ン
ス
（
仕
事
と
生
活

の
調
和
）
を
推
進
す
る
こ
と
。

労
働
に
か
か
わ
る
法
整
備
を
す

す
め
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
ワ
ー
ク
（
働

き
が
い
の
あ
る
人
間
ら
し
い
仕

事
）
を
実
現
す
る
こ
と
で
す
。

Ｑ
連
合
が
果
た
す
べ

き
役
割
は

　

連
合
は
日
本
労
働
運
動
の
中

心
軸
と
し
て
、
持
続
可
能
性
の

あ
る
健
全
な
民
主
主
義
社
会
、

資
本
主
義
社
会
を
形
成
す
る
た

め
に
、
必
要
な
役
割
を
果
た
さ

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の

た
め
に
は
、「
労
働
組
合
を
つ

く
り
、
組
合
員
を
増
や
し
、
組

合
員
の
労
働
条
件
・
生
活
の
向

上
を
は
か
る
努
力
と
と
も
に
、

す
べ
て
の
労
働
者
の
た
め
に
、

労
働
組
合
で
は
な
い
様
々
な
組

織
や
団
体
と
も
連
携
し
、
連
合

の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
下
で
、

社
会
的
運
動
を
強
力
に
推
進
し

て
政
策
実
現
を
果
た
し
て
い

く
」
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

連
合
新
潟
に
お
い
て
は
、
12

万
組
合
員
の
参
加
に
よ
る
「
12

万
人
の
総
行
動
（
＊
）」
を
常

に
意
識
し
、
組
織
の
総
力
を
結

集
し
て
実
践
し
て
い
く
こ
と
が

重
要
で
す
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

ざ
す
社
会
を
、「
連

合
は
、『
働
く
』
こ

と
の
価
値
が
共
有
化

さ
れ
、『
労
働
の
尊

厳
』
が
尊
重
さ
れ
る

社
会
、
働
き
暮
ら
す

人
々
が
主
人
公
で
、

そ
の
『
幸
せ
』
に
最

大
の
価
値
を
お
く
社

会
の
創
造
を
め
ざ

す
」
と
し
て
い
ま
す
。

　

特
に
こ
の
10
年
で

08年12月には「パート・派遣ホットライン」
を開設し、世界同時不況による雇用不安にも
対応した。

用語の解説
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労
働
者
派
遣
法

規
制
強
化
へ

　

今
の
国
会
で
の
議
論
さ
れ
る

重
要
テ
ー
マ
の
一
つ
が
、
労
働

者
派
遣
法
の
改
正
で
す
。
そ
の

大
き
な
柱
は
、
社
会
問
題
に
も

な
っ
た
「
日
雇
い
派
遣
」「
登

録
型
派
遣
」
そ
し
て
「
製
造
業

務
派
遣
」
の
原
則
禁
止
で
す
。

派
遣
法
は
八
五
年
に
制
定
さ
れ

て
か
ら
、
一
貫
し
て
規
制
緩
和

が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
最
初

は
専
門
的
・
臨
時
的
な
仕
事
に

第１回労基法クイズ当選者決定
　記念機関紙第１号「労働基準法クイズ
に正解して、豪華賞品を当てよう！」の
コーナーでは、146人の応募を頂きまし
た。多数の応募ありがとうございました。
第１問と第２問の正解は以下のようにな
っています。

　第１問正解者は、124人（正解率84.9％）第２問の正解者は129人（正
解率88.4％）第１問と第２問両方の正解者は112人（正解率76.7％）
でした。
　正解者の中から抽選で１名の方にNICE TRIP（JTB旅行券）30,000
円分をお送りしました。また、応募者全員の中から、抽選で10名の方
に粗品をプレゼントさせていただきました。記念機関紙第２号でも、ク
イズを実施しています。多くの皆さんからの応募をお待ちしています。

問題１．答え　⑤９時間
労働基準法（第32条）では、１日８時間、週40時間を超えた場合に
残業割増手当の支払いが発生します。よって下記の時間数が残業割増
手当の対象となります。

曜日 日 月 火 水 木 金 土 合計
時　間 休 ９ ８ ８ ８ ９ ７

９
対　象 １ １ ７

問題２．答え　④１、２、３、４、５、６、11、12
① 始業・就業時刻 ② 休憩時間 ③ 休日
④ 休暇 ⑤ 賃金の決定と計算方法 ⑥ 賃金の支払い方法
７ ボーナス一時金 ８ 退職手当 ９ 安全・衛生
10 表彰・制裁 ⑪ 任意退職 ⑫ 解雇

＊ 常時10名以上の労働者を使用する事業所は就業規則の作成と労働基
準監督署に届け出義務があります。

限
ら
れ
て
い
た
派
遣
制
度
で
し

た
が
、
九
九
年
の
派
遣
対
象
業

務
の
原
則
自
由
化
、
〇
三
年
の

製
造
業
務
へ
の
派
遣
解
禁
で
、

雇
用
の
不
安
定
化
と
将
来
不
安

を
も
た
ら
し
ま
し
た
。

　

も
の
づ
く
り
の
現
場
か
ら
も
、

「
技
能
の
伝
承
に
悪
影
響
が
出

て
い
る
」「
派
遣
で
働
く
人
の

労
災
が
増
加
し
た
」
と
い
う
声

が
上
が
り
、
日
本
の
国
際
競
争

力
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
か
ね
な

い
状
況
に
な
っ
て
い
ま
す
。

労
働
者
派
遣
法

創
設
以
来
の

大
転
換̶

̶

連
合

　

今
回
の
改
正
で
は
、
派
遺
さ

れ
て
い
る
間
だ
け
派
遣
会
社
と

雇
用
契
約
を
結
ぶ
「
登
録
型
」

は
一
部
の
専
門
業
務
を
除
い
て

禁
止
し
、
常
に
派
遣
会
社
に
雇

用
さ
れ
た
状
態
で
派
遣
さ
れ
る

「
常
用
型
」
を
制
度
の
基
本
に

置
く
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　

昨
年
末
ま
で
続
い
た
厚
生
労

働
省
の
審
議
会
で
は
、
労
使
が

激
し
い
議
論
を
繰
り
広
げ
ま
し

た
が
、「
や
み
く
も
な
規
制
緩

和
で
は
な
く
、
不
安
定
な
雇
用

か
ら
労
働
者
を
保
護
し
、
本
来

あ
る
べ
き
派
遣
制
度
の
姿
に
戻
す

べ
き
」
と
い
う
労
働
組
合
側
の
主

張
が
通
っ
た
形
と
な
り
ま
し
た
。

－

労
働
者
派
遣
法
・
雇
用
保
険
法　

働
く
者
の
声
で
改
正

－

労
働
者
派
遣
法
や
雇
用
保
険
法
の
改
正
な
ど
、
雇
用
の
安
定

に
関
わ
る
重
要
な
議
論
が
国
会
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。派
遣
・

有
期
契
約
・
パ
ー
ト
タ
イ
ム
な
ど
で
働
く
人
と
そ
の
家
族
に

と
っ
て
は
、
暮
ら
し
の
安
心
・
安
定
に
関
わ
る
問
題
だ
け
に
、

議
論
の
ゆ
く
え
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
の
ほ
か
、
派
遣
法
改
正
案

に
は
、
派
遣
先
に
よ
る
「
雇
用

契
約
申
込
み
み
な
し
規
定
」
の

創
設
（「
解
説
」
欄
）、
派
遣
料

金
の
情
報
公
開
な
ど
も
盛
り
込

ま
れ
て
い
ま
す
。

　

連
合
は
、
今
回
の
法
律
案
に

つ
い
て
、「
労
働
者
派
遣
法
の

創
設
以
来
の
規
制
緩
和
の
流
れ

を
転
換
し
、
労
働
者
保
護
の
視

点
で
法
改
正
を
は
か
る
も
の

だ
」
と
し
て
評
価
し
た
上
で
、

ま
ず
は
法
案
の
確
実
な
成
立
を

は
か
り
、
今
後
引
き
続
き
更
な

る
労
働
者
保
護
の
取
り
組
み
を

強
化
す
る
と
し
て
い
ま
す
。

新
た
に
二
五
五
万
人
が

雇
用
保
険
の
対
象
に

　

短
時
間
勤
務
で
働
く
人
に
と

っ
て
は
、
雇
用
保
険
法
の
改
正

が
大
き
く
関
わ
っ
て
き
ま
す
。

法
案
が
成
立
す
れ
ば
、
こ
れ
ま

で
六
ヶ
月
以
上
の
雇
用
見
込
み

が
な
け
れ
ば
雇
用
保
険
に
加
入

で
き
な
か
っ
た
人
で
も
、
改
正

さ
れ
る
と
三
一
日
以
上
の
雇
用

見
込
み
が
あ
れ
ば
加
入
対
象
に

な
り
ま
す
。

　

い
わ
ゆ
る
非
正
規
雇
用
で
働

く
人
の
増
加
に
雇
用
保
険
の
カ

バ
ー
が
追
い
付
い
て
い
な
い
た

め
に
、
失
業
時
に
生
活
に
困
る

人
が
増
え
る
こ
と
が
問
題
視
さ

れ
て
き
ま
し
た
。
今
回
の
改
正

で
約
二
五
五
万
人
が
新
た
に
雇

用
保
険
の
対
象
に
な
る
と
見
込

ま
れ
て
い
ま
す
。

　

連
合
は
、
雇
用
保
険
の
適
用

拡
大
の
ほ
か
に
も
、
保
険
財
政

の
基
盤
強
化
な
ど
も
求
め
て
い

ま
す
。

雇
用
保
険
と

生
活
保
護
を
つ
な
ぐ

「
第
二
の
セ
ー
フ
テ
ィ

ネ
ッ
ト
」
づ
く
り

　

派
遣
法
や
雇
用
保
険
法
の
見

直
し
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

不
況
の
長
期
化
の
影
響
で
再
就

職
先
が
見
つ
か
ら
な
い
ま
ま
雇

用
保
険
の
失
業
給
付
期
間
が
満

了
し
て
し
ま
っ
た
人
が
増
え
て

い
ま
す
。
こ
う
し
た
人
々
が
希

望
を
持
っ
て
生
活
で
き
る
し
く

【
解
説
】

雇
用
契
約
申
込
み

み
な
し
規
定

　

派
遣
に
関
し
て
重
大
な
違

法
行
為
（
禁
止
さ
れ
て
い
る

業
務
へ
の
派
遣
や
、「
偽
装

請
負
」
な
ど
）
が
あ
っ
た
場

合
、
派
遣
先
が
派
遣
労
働
者

に
対
し
て
労
働
契
約
を
申
し

込
ん
だ
も
の
と
法
律
上
「
み

な
す
」
と
い
う
も
の
。

　

こ
れ
ま
で
、
違
法
派
遣
が

発
覚
す
る
と
、
派
遣
先
が
派

遣
元
と
の
契
約
を
打
ち
切
る

こ
と
で
、
派
遣
労
働
者
の
雇

用
ま
で
失
わ
れ
る
と
い
う
問

題
が
あ
っ
た
。

　

直
接
雇
用
み
な
し
規
定
の

導
入
を
求
め
て
き
た
連
合
は
、

「
こ
の
規
定
に
よ
っ
て
、
悪

質
な
派
遺
会
社
を
減
ら
す
効

果
が
期
待
で
き
る
」
と
し
て

い
る
。

　

記
念
特
集
第
２
号
で
予

定
し
て
い
た「
イ
ー
デ
ス
・

ハ
ン
ソ
ン
さ
ん
と
の
座
談

会
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
」
は
、

紙
面
の
都
合
で
割
愛
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
座
談
会

の
模
様
は
、
Ｃ

Ａ
Ｒ
Ｒ
Ｅ
Ｌ
２

月
号
を
ご
覧
下

さ
い
。

お 詫 び

み
づ
く
り
も
大
き
な
テ
ー
マ
で

す
。

　

連
合
は
、「
雇
用
保
険
と
生

活
保
護
の
間
に
、
就
労
や
生
活

を
支
援
す
る
制
度
を
つ
く
り
、

雇
用
保
険
の
枠
組
み
か
ら
外
れ

た
求
職
者
も
再
び
社
会
で
活
躍

し
や
す
い
よ
う
に
す
べ
き
だ
」

と
主
張
し
て
き
ま
し
た
。

　

政
府
も
こ
う
し
た
声
を
受
け

て
〇
九
年
に
「
訓
練
・
生
活
支

援
給
付
制
度
」
を
創
設
。
職
業

訓
練
中
に
生
活
費
（
単
身
者
一

〇
万
円
、
扶
養
家
族
あ
り
の
場

合
一
二
万
円
）
を
支
給
で
き
る

よ
う
に
し
ま
し
た
。
し
か
し
、

こ
れ
は
三
年
間
限
定
で
あ
り
、

訓
練
メ
ニ
ュ
ー
の
改
善
な
ど
も

課
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

連
合
は
今
の
制
度
を
改
善
・

恒
久
化
す
る
こ
と
を
求
め
て
お

り
、
政
府
・
与
党
内
で
も
議
論

が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
早
期
の

国
会
審
議
が
待
た
れ
ま
す
。

政
権
交
代
で
近
づ
く

「
働
く
者
の
声
が
政
策

を
変
え
る
」
瞬
間

　

こ
う
し
た
法
改
正
の
背
景
に

は
、
昨
年
の
衆
議
院
選
挙
で
の

政
権
交
代
も
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

働
く
者
の
声
で
政
策
が
変
わ
る

こ
と
を
実
感
で
き
る
時
が
近
づ

い
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
今
国
会

の
「
見
ど
こ
ろ
」
の
ひ
と
つ
で

あ
る
と
言
え
ま
す
。

こ
の
春　

変
わ
る

雇
用
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト

連合・非正規
労働センター
Ｗｅｂサイト

http://www.fairwork-rengo.jp


